
 

資料６ 利用料金表 

○赤井川村使用料徴収に関する条例  

昭和40年３月20日  

条例第９号  

別表第10 
(令５条例12・全改 ) 

公の施設の
名称  

(12) 赤井川村山村活性化支援センター  

利用の方法
等  

使用料  

集 会 室 兼
ス ポ ー ツ
ルーム  

調 理 実 習
室休憩室  

ワーキングスペース  
サ テ ラ イ
ト オ フ ィ
ス ２ ― １
(６人用 )  

サ テ ラ イ
ト オ フ ィ
ス ２ ― ２
(４人用 )  

サ テ ラ イ
ト オ フ ィ
ス ２ ― ３
(４人用 )  

サ テ ラ イ
ト オ フ ィ
ス ２ ― ４
(４人用 )  

サ テ ラ イ
ト オ フ ィ
ス ２ ― ５
(２人用 )  

コワーキン
グスペース  

１  国又は
地方公共
の機関が
その事務
のため使
用する場
合  

無料  無料   

２  公共的
団体がそ
の目的本
来のため
使用する
場合  

無料  無料  

３  住民及
び住民団
体がその
目的本来
のため使
用する場
合  

無料  無料  

４  営利を
目的とす
るものに
使用する
場合  

円  円  

１ 時 間 当
たり  

1,900 

１ 時 間 当
たり  

500 

５  ワーキ
ングスペ
ースを使
用する場
合  

 円  円  円  円  円  円  
１ 箇 月 当
たり  

60,000 

１ 箇 月 当
たり  

40,000 

１ 箇 月 当
たり  

40,000 

１ 箇 月 当
たり  

40,000 

１ 箇 月 当
たり  

20,000 

月額制  
１箇月当た
り  
個人利用  

10,000 
法人利用  

20,000 
時間制  
４時間未満  

550 
４時間以上  

1,100 

６ その他  円  円   
１ 時 間 当
たり  

600 

１ 時 間 当
たり  

200 
注  
１ 当該施設の使用料は、暖房費を含むものとする。  
２ コワーキングスペースにおける、個人利用とは個人が１箇月利用する場合とし、法人利用と
は当該施設を事業所として登記し、法人職員であれば、人数制限なく利用する場合とする。  

３ 月額制施設を月の途中から使用する場合には、月額使用料を日割計算する。  

 


